
【介護予防サービスの見直し】

現 行 平成 28年 4月から順次

介護予防サービス（要支援 1.2の方）
訪問看護・通所リハビリ

福祉用具貸与・住宅改修など

訪問介護（ヘルパー）

通所介護（デイサービス）

介護予防・日常生活支援総合事業

（要支援 1.2の方 事業対象者）
訪問型サービス

通所型サービス

（全ての高齢者）

  一般介護予防事業

介護予防サービス（要支援 1.2の方）
訪問看護・通所リハビリ

福祉用具貸与・住宅改修など

介護予防事業（全ての高齢者）

  元気な人や介護予防が必要な人

への介護予防教室


